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介
護
職
員
確
保
定
着
促
進
事
業

団
塊
の
世
代
が
７
５
歳
以
上
と
な
る
２
０
２
５
年
に
は
、
現
状
の
１
．
５
倍
の
介
護
職
員
が
必
要
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
「
参
入
促
進
」
「
資
質
の
向
上
」
「
環

境
の
改

善
」
の
取
組
を
一
体
的
に
講
じ
、
量
と
質
の
好
循
環
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
。

○
介
護
関
係
団
体
等
と
協
働
で
「
や
ま
な
し
介
護
の
魅
力
発
信
委
員
会
」
を
発
足
。
介
護
職
員
確
保
定
着
に
向
け
た
事
業
を
実
施
し
て
い
く
。

○
委
託
先
：
（
公
財
）
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
山
梨
支
部

介
護
の
魅
力
発
信
委
員
会
（
仮
称
）

（
介
護
関
係
者
１
５
名
）

職
場
環
境
改
善
部
会
（
環
境
整
備
）

○
モ
デ
ル
給
与
規
程
、
モ
デ
ル
就
業
規
則
等
の
作
成
・普
及

○
先
駆
的
に
職
場
環
境
改
善
を
実
践
す
る
施
設
を
認
定
・
啓
発

※
委
員
＋
学
識
経
験
者
＋
社
会
保
険
労
務
士
で
構
成

※
モ
デ
ル
施
設
：
Ｈ
27
最
大
12
施
設
を
選
定

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
部
会
（
質
的
確
保
）

○
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
拠
点
施
設
の
選
定

(２
施
設
）
、
体
制
強
化
支
援

○
実
習
受
入
や
講
師
の
役
割
、
地
域
住
民
の
体
験
型
学
習
の
場
に

※
選
定
委
員
５
名
に
よ
り
構
成

※
拠
点
施
設
を
中
心
と
し
た
圏
域
の
質
の
向
上
の
取
組

山
梨
県

（
委
託
）

・
老
施
協
、
老
健
協
等
関
係
団
体
推
薦
者

・
認
知
症
介
護
研
修
等
講
師

・
介
護
関
係
職
能
団
体
推
薦
者

・
ご
く
楽
介
護
の
会
、
介
護
福
祉
士
養
成
校
等

※
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
：
Ｈ
４
．
４
．
１
厚
生
労
働
省
所
管
の
公
益
法
人
と
し
て
設
立
、
Ｈ
２
５
．

４
．
１
公
益
法
人
制
度
改
革
関
連
三
法
に
伴
い
「
公
益
財
団
法
人
」
に
移
行
。

介
護
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
、
雇
用
管
理
の
改
善
、
能
力

の
開
発
・
向
上
等
の
支
援
に
関
す
る
事
業
実
施
。

≪
目
指
す
べ
き
姿
≫

○
介
護
へ
の
意
欲
と
適
正
を
持
っ
た
人
材
の
安
定
的
な
入
職
（
参
入
）

○
処
遇
改
善
や
労
働
環
境
の
整
備
（
環
境
改
善
）

○
各
人
が
専
門
性
を
高
め
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
で
き
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
整
備
（
資
質
向
上
）

連
携

≪
県
の
役
割
≫

○
理
解
促
進
・
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
、
職
場
体
験
・
再
就
業
支
援
、
き
め
細
か
な
マ
ッ
チ
ン
グ

○
人
材
確
保
・
育
成
に
取
り
組
む
施
設
・
事
業
所
へ
の
認
証
・
評
価
等
、
人
材
育
成
・
定
着
の
取
組
の
促
し

○
具
体
的
手
法
等
の
普
及
支
援
（
介
護
事
業
者
の
切
磋
琢
磨
）

実
施

（
公
財
）
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
山
梨
支
部
※

（
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
拠
点
施
設
に
関
す
る
助
成
金
は
県
か
ら
直

接
支
給
）

・
県
内
で
介
護
の
質
の
向
上
の
取
組
を
実
践
す
る
グ
ル
ー
プ
、
認
知

症
介
護
指
導
者
等
、
若
手
リ
ー
ダ
ー
的
立
場
の
介
護
従
事
者
等
の

意
見
を
反
映

※
（
公
財
）
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
山
梨
支
部
に
お
い
て

も
、
介
護
職
員
の
確
保
定
着
に
繋
が
る
研
修
等
を
実
施

4

MTUKW
テキストボックス
山梨県：参考資料



介
護
の
魅
力
発
信
委
員
会
・
職
場
環
境
改
善
部
会
・
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
部
会

【
介
護
の
魅
力
発
信
委
員
会
】

（
構
成
：
若
手
リ
ー
ダ
ー
ク
ラ
ス
の
職
員
等
１
５
名
）

○
老
人
福
祉
施
設
協
議
会
、
老
人
保
健
施
設
協
議
会
か
ら
の
推
薦

○
認
知
症
介
護
研
修
等
講
師

○
介
護
関
係
職
能
団
体
か
ら
の
推
薦

○
ご
く
楽
介
護
の
会
（
介
護
技
術
向
上
を
目
的
と
し
た
自
主
的
団
体
）
、

介
護
福
祉
士
養
成
校
関
係
者
等

（
役
割
）

○
介
護
の
魅
力
の
発
信
方
法
に
つ
い
て
検
討

○
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
拠
点
施
設
の
選
定
基
準
の
提
示

○
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
部
会
（
拠
点
施
設
委
員
会
）
へ
の
助
言
等

○
職
場
環
境
改
善
部
会
に
関
す
る
事
（
兼
務
）

【
職
場
環
境
改
善
部
会
（環
境
整
備
）】

(構
成
）

・
介
護
の
魅
力
発
信
委
員
会
委
員
（
１
５
名
全
員
）

・
学
識
経
験
者
１
名
＋
社
会
保
険
労
務
士
１
名

（
役
割
）

○
モ
デ
ル
給
与
規
程
・
モ
デ
ル
就
業
規
則
等
の
作
成
・
普
及

○
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
（
職
位
、
職
責
等
に
応
じ
た
賃
金
体
系
に
つ
い
て
明
確

な
根
拠
規
定
を
書
面
で
整
備
す
る
こ
と
）
の
導
入
促
進
に
つ
い
て

○
先
駆
的
に
職
場
環
境
改
善
を
実
践
す
る
施
設
の
認
定
・
普
及

基
準
例
：
賃
金
体
系
等
の
人
事
制
度
の
整
備
、
非
正
規
職
員
か
ら
正
規

職
員
へ
の
転
換
、
休
暇
制
度
・
労
働
時
間
等
の
改
善
、
人
材
育
成
環
境

の
整
備
、
資
格
取
得
・
能
力
向
上
の
た
め
の
措
置
、
出
産
・
子
育
て
支
援

の
強
化
、
労
働
安
全
衛
生
対
策
の
充
実
等

○
モ
デ
ル
給
与
規
程
等
や
職
場
環
境
改
善
認
定
施
設
の
効
果
的
な
Ｐ
Ｒ

方
法
の
検
討

○
国
や
地
方
公
共
団
体
等
で
実
施
し
て
い
る
助
成
制
度
等
の
紹
介

連
携

【
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
部
会
（
質
的
確
保
）】

（
構
成
）

老
人
福
祉
施
設
協
議
会
、
老
人
保
健
施
設
協
議
会
、
介
護
福
祉
士
会
、

介
護
支
援
専
門
員
協
会
、
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
の
各
役
員

（
役
割
）

○
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
拠
点
施
設
の
選
定

○
拠
点
施
設
に
対
す
る
助
言
等

部
会
活
動
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「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業」について 

 

愛知県では平成２７年度から、介護サービス公表制度における調査を任意

で受審している事業所を対象に、人材育成の取組みが優良な事業所を認証す

る「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業」を実施します。 

認証を受けた事業所に対しては、愛知県から認定証を交付し、ホームペー

ジで公表します。 
 

◎ 目的 

 人材育成や職場環境の改善等の取組みが一定レベル以上の事業所を対象 

に認定証を交付することで、事業所の意識改革を行い、事業所が従業員に対 

する研修等を積極的に行うなど、事業所の人材育成等の取組みを一層推進す 

ることを目的としています。  

また、求職者に優良な事業所の判断についての指標を与えることを目的と

しています。 
  

◎  対象事業所 

愛知県内の介護保険事業所のうち、介護サービス情報公表制度における 

調査を当該年度で、任意で受審している事業所。 
 

◎  認証基準 

別紙「認証の評価基準及び認証基準」をすべて満たした事業所を認証事業 

所とします。 
 

◎ 認証手続き（イメージ図） 

 
◎ 評価要件の事後的確認 

  認証を行った事業所に対して、評価要件が満たされているか事後的に確認 

することがあります。 

 認証を受けた事業所は、この確認調査に積極的に協力しなければなりませ 

ん。 

 確認調査に協力しないとき、もしくは調査の結果、評価要件が満たされて 

いないことが確認されたときは、認証を取り消すことがあります。 
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愛知県介護事業所人材育成認証評価事業実施要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、介護従事者に対して人材育成の取組みが一定レベル以上の事業所に対して認証

を行い、人材育成に関して見える化を行うことで、従業員の質の向上に寄与するとともに、介護従

事者の確保の推進を図ることを目的とする。 
 
（対象事業所） 
第２条 外部評価を実施する事業所は、厚生労働省が提供する「介護サービス情報公表」において、

介護サービス情報公表調査を任意で実施する事業所とする。 
 
（認証評価の申請） 
第３条 本認証を受けようとする事業所は、別に定める申請書を所定の日時までに提出するものとす

る。 
 
（評価の実施） 
第４条 認証の評価項目及び認証基準は別紙のとおりとする。 
 
（認証事業所の決定） 
第５条 認証を行う事業所の決定については、「介護サービス第三者評価推進会議」で行う。 
 
（認定証の発行） 
第６条 認証を受けた事業所に対しては、認定証を発行する。 
２ 認定証の様式については、別に定める。 
 
（認証事業所の公表） 
第７条 認証を受けた事業所については、愛知県高齢福祉課のホームページで公表する。 
 
（認証事業所への検査及び認証の取消し） 
第８条 県は、認証を行った事業所に対して、認証の要件が具備されているか等を確認するため、書

類の提出を求め、事業所の職員から状況を聴取し、又は必要な検査を行うことができる。 
２ 認証を受けた事業所は、前項の検査等が実施される場合には、積極的に協力するものとする。 
３ 県は、事業所が第１項に定める検査等に協力しないとき、又は第１項の検査等の結果、事業所が

認証の要件を欠くことを確認したときは、認証を取り消すことができる。 
 
 
 
 附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１４日から施行する。 
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(別紙)

評価項目 認証基準（全て必須）

①新規採用者育成計画（ＯＪＴを含む）の策定
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者
を対象とする研修計画がある」をクリアしている

②新規採用者研修（合同、派遣含む）の実施
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者
を対象とする研修の実施記録がある」をクリアしている

③ＯＪＴ指導者に対する研修等の実施
・ＯＪＴ指導者又はプリセプターの設置及び全職員への公表
・ＯＪＴ指導者やプリセプターに対する研修の実施

①資質向上目標及び具体的計画の策定

②資質向上計画に係る研修の実施又は研修機会の確
保

③能力評価の実施又は資格取得のための支援の実
施
（受験対策講座の開催、受講料の負担、受験手数料の
負担など）

④人材育成を目的とした意見交換（面談）の実施

⑤給与体系又は給与表の導入及び職員への周知
・介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰを満たして
いる

①休暇取得・労働時間縮減のための取組の実施
（休暇の計画取得促進、リフレッシュ休暇、誕生日休暇
など）

・取組推進のための検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

②出産後復帰に関する取組の実施
（育児休業中のコミュニケーション、職場復帰プログラ
ム、施設内保育所の設置、再雇用制度など）

・取組の実施及び全職員への周知

③育児、介護を両立できる取組の実施
（柔軟な勤務制度、学校行事参加のための特別休暇
制度、女性が働きやすい取り組みなど）

・取組の実施及び全職員への周知

④健康管理に関する取組の実施
（相談体制の整備、夜勤ガイドラインなど）

・健康管理、増進に関する検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

①情報公表調査の任意の受審 ・１年以内の情報公表調査を受審し、一定レベル以上である

②地域との交流
（イベントへの地域住民の招待、実習やインターンシッ
プ受入ガイドラインの作成、ボランティアの受入など）

・情報公表制度における評価項目「地域との連携、交流等を
行っている」に関する３項目のうちいずれかをクリアしている

③関係法令の遵守
・情報公表制度における評価項目「従業者に対する倫理、
法令等の周知等」に関する２項目のいずれもクリアしている

※「２ キャリアパスと人材育成」の認証基準で、介護職員処遇改善加算Ⅰを算定されていない事業所にあっては、

　評価項目①から⑤をそれぞれ満たす必要があります。

４
　
社
会
貢
献
等

愛知県介護人材育成事業所認証評価事業

認証の評価項目及び認証基準

１
　
新
規
採
用
者

の
育
成
体
制

２
　
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
人
材
育
成

３
　
職
場
環
境

・介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱを満たして
いる

※ 介護職員処遇改善加算Ⅰを算定している
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介護事業所人材育成認証評価事業における 

認証基準及び確認（提出）書類 

 

申請書には、事業所での実施状況がわかる書類として≪確認書類≫のいずれ

かを添付する。 
ただし、「介護サービス情報公表制度」において評価される項目については、

当該年度において、指定調査機関の調査結果を反映した結果に基づき、判断す

る。 
 

１ 新規採用者の育成体制 

① 新規採用者育成計画（ＯＪＴ＊１を含む）の策定 

１ 新規採用者の育成計画を会議にて協議し、又は承認を得たうえで策定し

ていること。 
２ 会議や回覧、掲示等の方法により、新規採用者の育成計画が全職員に周

知されていること。 
３ 新規採用職員に対して育成計画について説明がされていること。 

≪確認のみ≫ 介護サービス情報公表制度における「全ての「新任」の従業者

を対象とする研修計画がある」をクリアしていること。 
 

② 新規採用者研修（合同、派遣含む）の実施（１と２は選択制（両方でも可）） 

１ 内部研修の場合、研修要綱を作成していること 
２ 外部研修の場合、新規採用職員が研修を受講できるように配慮されてい

ること。 
（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料

等）の援助がされていること） 
３ １－①により策定された計画に沿って研修が実施されていること。 
４ 出席を予定していた職員が研修を受講できなかった際のフォロー体制が

とられていること。 
≪確認のみ≫ 介護サービス情報公表制度における「全ての「新任」の従業者

を対象とする研修の実施記録がある」をクリアしていること。 
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③ ＯＪＴ指導者に対する研修等の実施（３と４は選択制（両方でも可）） 

１ 新規採用職員の指導育成する責任者又は担当者（ＯＪＴ指導者又はプリ

セプター＊２）を取り決めていること。 
≪確認書類≫ 事務分担表など、新規採用職員の指導育成の責任者等の氏名及

び役割が分かる書類 
２ ＯＪＴ指導者又はプリセプターの職氏名及び役割を全職員に周知してい

ること。 
≪確認書類≫ 会議資料もしくは周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、

会議録 
３－１ ＯＪＴ指導者又はプリセプターに対して人材育成に関する研修を内

部で実施している場合、研修要綱を作成していること。 
≪確認書類≫ 内部研修の場合は、内部研修の研修要綱 
３－２ 研修要綱に従って研修を実施していること。 

≪確認書類≫ 研修記録、研修報告書、復命書など、研修を受講した職員名、

日時、場所及び研修の内容が確認できる書類 
４ 外部研修の場合、ＯＪＴ指導者又はプリセプターが研修を受講できるよ

うに配慮されていること。（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付

与、費用（交通費、受講料等）の援助がされていることなど） 
≪確認書類≫ 休暇を付与したことが分かる書類もしくは、事業所又は法人が

費用を負担したことが分かる書類 
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２ キャリアパスと人材育成 

「２キャリアバスと人材育成」については、介護職員処遇改善加算Ⅰを算定

している事業所については、基準を満たしているものとみなす。 
《確認書類》 介護職員処遇改善加算Ⅰを算定する加算届の控え 

 
以下、介護職員処遇改善加算Ⅰの設定がないサービス種別の事業所の認証基

準及び確認書類を示す。 
 

① 資質向上目標及び具体的計画の策定 

１ 資質向上目標及び具体的計画を会議にて協議し、又は承認を得たうえで

策定していること。 
≪確認書類≫ 議事録もしくは会議資料 
２ 会議や回覧、掲示等の方法により、資質向上目標及び具体的計画が全職

員に周知されていること。 
≪確認書類≫ 会議資料もしくは周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、

会議録 
 

② 資質向上計画に係る研修の実施又は研修機会の確保 

  （内部研修の場合は１のみ、外部研修の場合は１と２） 

１ ２－①（資質向上目標及び具体的計画の策定）により策定された計画に

基づき、研修の機会を確保していること。 
≪確認書類≫ 研修記録、研修報告書、復命書など、研修を受講した職員名、

日時、場所及び研修の内容が確認できる書類 
２ 外部研修の場合、職員が研修を受講できるように配慮されていること。 
（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料

等）の援助がされていること） 
≪確認書類≫ 休暇を付与したことが分かる書類もしくは、事業所又は法人が

費用を負担したことが分かる書類 
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③ 能力評価の実施又は資格取得のための支援の実施 

「能力評価」または「資格取得のための支援」のいずれかを実施していること。 
 

（能力評価） 

１ 能力評価の実施方法について定められていること。 
≪確認書類≫ 能力評価実施手順書等、能力評価を実施する方法を定めた書類 
２ 能力評価の実施方法について会議や回覧、掲示等の方法により、全職員

に周知されていること。 
≪確認書類≫ 会議資料又は周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、会

議録 
３ 能力評価を実施していること。 

≪確認書類≫ 能力評価実施記録等、評価を実施した職員の氏名、評価を受け

た職員の氏名、評価の内容が分かる書類 
 
 

（資格取得のための支援） 

１ 資格取得のための支援の方法が決定されていること 
≪確認書類≫ 支援の対象者、内容、方法について定められた規則等 
２ 支援の内容について会議や回覧、掲示等の方法により、全職員に周知さ

れていること。 
≪確認書類≫ 会議資料又は周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、会

議録 
３ 支援する職員を決定していること。 

≪確認書類≫ 支援を受けた職員の名簿等、支援の内容及び支援を受けた職員

の氏名が分かる書類  
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④ 人材育成を目的とした面談の実施 

１ 面談手順（面談シート）を会議等で策定していること。 
≪確認書類≫ 会議等で面談手順等の検討を行ったことが分かる議事録又は会

議資料 
２ 面談シートを利用し、職員の職務内容について職員と面談・意見交換を

していること。 
≪確認書類≫ 面談シート、面談記録など面談を実施した職員、面談を受けた

職員、面談実施日、面談の内容が分かる書類 

３ 面談結果の記録と報告がされていること。 

≪確認書類≫ 面談を行った結果が面談実施者から上司へ報告されたことが分

かる面談結果報告書などの書類、及び面談を受けた職員へ面談結果

がフィードバックされたことが分かる書類 

 

※ 面談シートに盛り込むべき内容（全て必須というわけではない） 

〔本人記入〕  ・キャリアの志向性、希望 

        （今後経験したい仕事・伸ばしたい能力） 

        ・能力レベル（自分の強み・弱み） 

        （現在の仕事の成果、改善点） 

 〔面談者記入〕 ・組織における役割の認識 

         （本人に対して期待すること） 

         ・今後の育成計画 

         （アドバイス等） 

 

⑤ 給与体系又は給与表の導入 

１ 就業規則等で、職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について、

給与体系又は給与表が定められていること。 
≪確認書類≫ 就業規則等、給与体系が分かる書類 
２ 給与体系等について会議や回覧、掲示等の方法により、全職員に周知さ

れていること。 
≪確認書類≫ 会議資料もしくは周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、

会議録 
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３ 職場環境 

① 休暇取得・労働時間縮減のための取組の実施 

１ 休暇取得、労働時間縮減のための取組を検討、決定していること。 
（具体例：有給休暇の計画的付与、連続休暇の付与、有給休暇取得率の目標

設定と公表、リフレッシュ休暇、誕生日休暇の導入、ノー残業デイの導

入、時間単位有給休暇の導入、フレックス勤務制度の導入など） 
≪確認書類≫ 会議等で、導入をするための検討・すでに導入している場合は、

見直しのための検証を行った議事録、もしくは会議資料 
２ 会議や回覧、掲示等の方法により、全職員に周知されていること。 

≪確認書類≫ 会議資料もしくは周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、

会議録 
３ 休暇取得、労働時間縮減のための取組について利用状況を管理している

こと。 
≪確認書類≫ 取組の利用状況が分かる書類 
 

 

② 出産後復帰に関する取組の実施 

１ 出産後復帰の制度に関する取組を検討、決定していること。 
（具体例：休業中に学習できる本等の貸し出し、復職前又は復職直後の外部

研修への派遣、体力的に負担の少ない業務への異動、労働時間の短縮、

多様な働き方の相談支援、行事やイベントへの招待、社内報送付等によ

る継続的コミュニケーション、復職前面談など） 
≪確認書類≫ 会議等で、支援内容の検討を行った議事録、もしくは会議資料

（個人により実施内容が異なる場合は、個人毎に支援の内容を決定

した会議の議事録、又は会議資料） 
２ 会議や回覧、掲示等の方法により、取組内容が全職員に周知されている

こと。 
≪確認書類≫ 会議資料又は周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、会

議録 
３ 出産後復帰のための取組について利用状況を管理していること。 

≪確認書類≫ 取組の利用状況が分かる書類 
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③ 育児、介護を両立できる取組の実施 

１ 育児、介護を両立できる取組を検討、決定していること。 
 （具体例：育児休業、介護休業、短時間勤務制度の要件拡充、生活に合わ

せた勤務時間の調整、子の学校行事に活用できる特別休暇の設定、育児・

介護に係る費用補助、休業の一定期間有給化、育児、介護と仕事の両立

を支援するための相談窓口の設置など） 
≪確認書類≫ 会議等で、支援内容の検討を行った議事録、又は会議資料（個

人により実施内容が異なる場合は、個人毎に支援の内容を決定した

会議の議事録、又は会議資料） 
２ 会議や回覧、掲示等の方法により、取組内容が全職員に周知されている

こと。 
≪確認書類≫ 会議資料又は周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、会

議録 
３ 育児、介護を両立できる取組について利用状況を管理していること。 

≪確認書類≫ 取組の利用状況が分かる書類 
 

 

④ 健康管理に関する取組の実施 

１ 健康管理、増進のための取組みを検討、決定していること。 

 （具体例：法を上回る健康診断等の実施、健康のため夜間勤務の回数制限・

シフト調整、インフルエンザ等予防接種の費用補助、腰痛予防に対する

取組・研修の実施、メンタルヘルスに関する取組・研修の実施、メンタ

ルヘルス・健康相談窓口の設置、スポーツクラブ等利用促進のための法

人契約、スポーツイベント主催、職員の趣味活動の支援など） 

≪確認書類≫ 会議等で、支援内容の検討を行った議事録、又は会議資料 

２ 会議や回覧、掲示等の方法により、取組内容が全職員に周知されている

こと。 

≪確認書類≫ 会議資料又は周知文書、会議で口頭で伝達している場合は、会

議録 

３ 健康管理のための取組みについて利用状況を管理していること。 

≪確認書類≫ 取組の利用状況が分かる書類 
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４ 社会貢献等 

① 情報公表調査の受審 

１ 当該年度において、厚生労働省が提供する「介護サービス情報公表制度」

における指定調査機関による情報公表調査を任意で受審し、一定レベル以上

であること。 
≪確認のみ≫ 介護サービス情報公表制度における、公表画面で、「運営状況」

のタブで表示されるレーダーチャートで、それぞれの項目（「利用

者の権利擁護」、「サービスの質の確保への取組」、「相談・苦情等へ

の対応」、「外部機関等との連携」、「事業運営・管理」、「安全・衛生

管理等」、「従業者の研修等」）で、４点以上であること、及び（又

は）各サービス毎の県平均点（前年度）以上であること。 
 

② 地域との交流 

１ 地域交流を行っていること。 
（具体例：地域の研修会に対する講師派遣を行っている、福祉サービスに 
関する相談会や家族介護教室の開催、事業所を地域コミュニティに開放、 
事業所内の行事・イベントへの地域住民の招待、小中学生の職場体験の受 
け入れ、学生のカリキュラムとしての実習の受け入れ、就業体験を目的と 
したインターンシップを受け入れなど） 

≪確認のみ≫ 介護サービス情報公表制度において、「介護予防教室、地域との

交流行事等に関する計画書、開催案内等の文書がある。」「地域の研

修会に対する講師派遣の記録がある。」、「地域の行事への参加の記

録がある。」のいずれかが「あり」となっている 
≪確認書類≫ 介護サービス情報公表制度において、本項目がないメニューの

場合は、上記いずれかが実施されていることが分かる文書（介護予

防教室の開催案内、地域の研修会への派遣講師の復命書、地域行事

への参加記録など） 
 

 

③ 関係法令の遵守 

１ 法令遵守のための措置がなされていること。 
≪確認のみ≫ 介護サービス情報公表制度において、「従業者が守るべき倫理を

明文化している。」「従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関す

る研修を実施している。」のどちらも「あり」になっている。 
 

16

KYMBA
テキストボックス
愛知県：参考資料



＊１ ＯＪＴとは 
ＯＪＴ（= on the job training）とは、職場の上司や先輩が、職務を通して、

または職務と関連させながら、部下（後輩）を指導・育成する方法のことを指

します。 
これに対して、日常業務を離れて、一定期間研修に参加させ、育成する方法

をＯＦＦ－ＪＴ（= off the job training）といいます。 
ＯＪＴのメリットとしては、①細かな内容を指導することができる点、②特

別な費用や時間がかからない点、③理解度を確認することができる点、④繰り

返し行うことができる点、があり、デメリットとしては、①指導者によって指

導内容にばらつきがある点、②その場限りの対応になりがち、といった点があ

ります。 
 
 
＊２ プリセプターとは 

プリセプターとは、看護職の分野において、新人（プリセプティー）をＯＪ

Ｔ制度において、現場で指導したり、相談に応じたりする先輩看護職員のこと

を指します。 

 

 

※ 認定証の有効期限等について 

認証は、年度毎に行いますが、有効期限は設けません。 

県のホームページへの掲載は、単年度ではなく、継続的に掲載し

ます。ただし、掲載期間については、見直しを行うことがあります。 
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魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま 

制度要綱 
 

 

（目的） 

第１条  本制度は，福祉・介護人材の確保・定着を図るため，自ら就業環境の改善（人材育成やキャ 

リアパス，定着・給与改善等）に取り組み，その内容を積極的に開示する事業所を「魅力ある福祉・

介護の職場宣言ひろしま事業所」として，広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会（以下，「本

支援協議会」という。）が確認し，公開することにより，福祉・介護職の魅力や就業環境が整った事

業所の情報発信，事業所の円滑な求人活動の支援と就業の促進，職員の定着に役立てることを目的

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各条に掲げる用語の意義は，次のとおりとする。 

宣言事業所 県内に住所があり事業所を有する法人とする。 

 

（内容） 

第３条 魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしまの内容は，次のとおりとする。 

（1）「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま事業所」に対して，魅力ある福祉・介護職場宣言事業所

番号やロゴマークの付与等を行う。 

（2）本支援協議会のホームページを通じて「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま事業所」の検索

を可能とし，事業所の情報や就業環境の改善に向けた取り組みを公開する。 

（3）本支援協議会の各種事業を通じ，福祉・介護職の希望者や興味・関心がある人等に対して「魅力

ある福祉・介護の職場宣言ひろしま事業所」の情報提供を行う。 

 

（ロゴマーク） 

第４条 魅力ある福祉・介護職場宣言ひろしまのロゴマークは次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしまロゴマーク商標登録第５７６５６６９号（Ｔ５７６５６６９）】 
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（宣言対象） 

第５条 本制度の宣言対象となる事業所は，次の各号のすべてに該当するものとする。 

（1）県内に法人本部があり，法人格を有する事業所であること。但し，全国展開する事業所などで県

外に法人本部がある場合は，本支援協議会が認めた場合に限る。 

（2）本支援協議会が実施する人材確保等事業への積極的な参加や協力が可能な事業所であること。 

（3）本支援協議会の事務局である（社福）広島県社会福祉協議会が実施する「無料職業紹介事業」の

求人検索サイト（福祉のお仕事）への事業所登録ならびに求人掲載の実績がある事業所であること。 

（4）その他法令等に違反していないこと。 

 

（宣言の手続） 

第６条 前条に該当する事業所（法人本部）で，魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしまの申請を行

おうとする事業所（法人本部）は，本支援協議会のホームページから「魅力ある福祉・介護の職場

宣言ひろしま申請書」別紙１の内容により入力し，法人代表者印を押印した宣言書（別記様式第１

号）を本支援協議会に提出する。 

２ 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま申請書」については，別紙２の審査項目基準により，

本支援協議会のホームページから入力するとともに，添付資料を提出しなければならない。 

３ 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま宣言書」（別記様式第１号）の提出に当たり，提出資料

チェックリスト（別記様式第２号）により確認のうえ，宣言書に添え提出しなければならない。 

４ 申請に係る提出資料は，宣言の有無に関わらず返却はしない。 

  

（宣言事業所の決定） 

  第７条 本支援協議会は，前条第１項の規定による申請があった場合，提出資料等を確認後，本支援

協議会が依頼するコンサルタント（社会保険労務士）により，現場で確認を行い，宣言者が「魅力

ある福祉・介護の職場宣言ひろしま事業所」として適当であると認めたときは，本支援協議会によ

りその旨を文書（別記様式第３号）で決定を通知する。 

 

（宣言事項の変更） 

第８条 「魅力ある福祉・介護職場宣言事業所」は，第６条第１項の規定により申請した事項のうち変

更があった場合は，魅力ある福祉・介護の職場宣言事項変更届（別記様式第４号）及び内容が確認

できる資料を本支援協議会に提出しなければならない。 

 

（宣言の更新） 

第９条 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま事業所」の有効期間は，本支援協議会から事業所の

法人本部に宣言を通知した月から起算して２年間とする。 

２ 前項に規定する宣言の有効期間終了後も，引き続き「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま事業

所」として宣言する事業所は，第６条の規定により再度，申請を行うこととする。 
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（宣言の取消） 

第 10条 本支援協議会は，次の各号のいずれかに該当すると認められる場合，「魅力ある福祉・介護の

職場宣言ひろしま事業所」を取り消すことができる。 

（1）宣言基準に適合しなくなった場合 

（2）事業所から，宣言辞退の申出があった場合（別記様式第５号） 

（3）事業所が正当な理由なく，有効期限の更新手続きを行わなかった場合 

（4）当該法人が解散または事業を廃止あるいは休止した場合 

（5）その他，本支援協議会が宣言を変更又は取り消す必要があると認める場合 

 

（宣言先） 

第 11条 本制度の宣言先は本支援協議会とする。 

 広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会 

【事務局】（社福）広島県社会福祉協議会 福祉人材課（広島県社会福祉人材育成センター） 

 〒732-0816 広島市南区比治山本町 12-2 TEL 082-254-3415 FAX 082-256-2228 

E-mail：jinzai@hiroshima-fukushi.net 

【ホームページ】「ふくし❤かいごネットひろしま」http://www.fukushikaigo.net/sengen/ 

 

（宣言基準） 

第 12条 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま事業所」の宣言基準は，本支援協議会が別に定め

る。 

 

（施行の細目） 

第 13条 この要綱の施行について必要な事項は，本支援協議会が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２７年７月２７日から施行する。 
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魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま 審査項目基準 
  

区

分 
項 目 内容，基準，添付書類等 

基

本

項

目 

◎法人理念・運営方針 申請書に記載 

◎★職員数 

（職員の性別人数） 

申請書に記載 

・正規・非正規職員の別（正規職員のみでも可）での記載 

◎平均従事年数 

 

申請書に記載 

[計算式] 

「正規職員の直近 4,1 現在の従事年数合」 

 ／「正規職員数」とする。 

・新規の事業所の場合は開設・運営年度等を付記 

新
規
採
用
者
の
育
成
体
制 

◎新規採用者の育成 

・新規採用者育成方針・計画 

・新規採用者研修 

申請書に記載 

・新規採用者の育成方針や計画，人数等を記載 

【添付資料】新規採用者育成計画書 

◎★離職率 

・離職率（正規職員の直近 3

年（非正規職員については任意

での申告可能）） 

申請書に記載 

・直近 3年平均の離職率 

・正規・非正規の別（正規のみでも可）での記載 

[計算式] 

「①＋②＋③）／3」 

①「年間（前年度 4,1～3,31）の離職者数」／「在職者数（前年度 9,30）×100 

②「年間（前々年度 4,1～3,31）の離職者数」／「在職者数（前々年度 9,30）×

100 

③「年間（前々々年度 4,1～3,31）の離職者数」／「在職者数（前々々年度 9,30）

×100 

◎★新規入職者の採用実績及

び定着状況 

・過去 3年間の採用人数及び在

籍人数 

申請書に記載 

・過去 3年間の採用人数及び在籍人数は，年度毎の前 3年度の採用人数及びその

内の在籍人数を記載 

[例] 

H25 年度 採用 10 人，うち在籍 8人 

H24 年度 採用 7 人，うち在籍 5人 

H23 年度 採用 6 人，うち在籍 3人 

職
場
ア
ピ
ー
ル 

◎法人メッセージ 

・求める人材 

申請書に記載 

・法人側のメッセージ，代表者写真 

◎職員の意見及びエピソード 

 

申請書に記載 

・職員側のメッセージ，職員写真 

・職場の雰囲気のわかる写真添付 

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
人
材
育
成 

○キャリアパス制度の導入 

・キャリアパス制度の概要 

・全職員への公表 

 

申請書に記載 

・キャリアパス制度の概要，職位，職責又は職務内容等に応じた任用要件の記入

欄を設ける 

【添付資料】キャリアパス制度の要項等で，職員へ公表しているもの 

◎人材育成研修の実施状況 

・人材育成方針 

・人材育成研修の実施状況 

申請書に記載 

・人材育成方針及び計画，研修の人数等を記載 

【添付資料】人材育成計画書 

○人材育成を目的とした面談

の実施 

・面談の実施（年 1回以上） 

申請書に記載 

・面談の実施状況等を記載 

【添付資料】評価シート又はそれに類する書類 

◎資格取得に対する支援 

・資格取得支援の概要 

・資格取得のため（又は資格取

得後）の具体的な支援内容 

申請書に記載 

・支援制度の有無，具体的な支援内容，資格取得後の優遇措置等 

【添付資料】資格取得支援の要項等 

別紙２ 
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区

分 
項 目 内容，基準，添付書類等 

職 

場 

環 

境 

○給与体系又は給与表の導入 

・給与体系，給与表 

申請書に記載 

・給与体系等の仕組みの概要 

・大卒，高卒，中途採用等の給与表への適用や昇給，昇格方法が規定されている

こと 

【添付資料】給与規則，給与表 

 

◎★採用情報 

・大卒初任給 

・賞与（前年実績）月数 

・10 年後のモデル賃金 

申請書に記載 

・大卒初任給，賞与月数，10 年後のモデル賃金について，添付の給与表等からの

説明を記入すする 

◎★休暇制度・労働時間縮減の

取組 

・年間休暇日数 

・休暇制度（任意） 

申請書に記載 

・休暇制度やリフレッシュ休暇などのアピールする制度があれば記入 

・年間休暇日数を記載 

【添付資料】規程されている休暇規程 

◎★育児休業の取得実績 

・男性：育児休業取得者数／配

偶者が出産した者総数 

・女性：育児休業取得者数／出

産した者総数 

 

申請書に記載 

・育児休業の有無と直近の休暇の取得者 

[例] 

・過去 3年間の育児（介護）休暇取得者 

男（  人），女（  人） 

【添付資料】育児・介護等休暇規則 

 

◎魅力ある職場づくりのため

の自己点検ツールの実施状況，

その他協議会事業の参加状況 

申請書に記載 

・自己点検ツール実施月及び実施予定月，取組内容等（任意条件） 

その他，協議会事業の参加実績 

 

地
域
貢
献 

◎地域貢献の取組，地域交流の

実施 

◎ボランティア・学生の受入状 

 況 

◎職場見学・職場体験の受入れ

の可否や実施状況 

申請書に記載 

・地域交流，ボランティア受け入れ，職場 

体験等の内容，実績等を記載 

・写真掲載 

・できれば独自の地域貢献等の取組の掲載 

他
認
証
等 

◎第三者評価の受審の有無 

・3年以内の評価受審 

◎くるみん，若者応援企業宣

言，仕事と家庭の両立支援取

組宣言等の他認証・宣言等の

状況 

申請書に記載 

 

 

 

条
件
・
法
令
遵
守 

○関係法令遵守 

・関係法令遵守誓約書 

○取消 

・虚偽による宣言内容等があっ

た際の取消 

【添付資料】関係法令遵守誓約書（宣言書） 

【添付資料】虚偽等がないこと及び虚偽等があった場合の取消の承諾書（宣言書） 

 

※公表項目には◎印，数値的な項目には★印を付している。 
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6
　登録完了
　宣言の実施

■広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会
　『ふくし かいごネットひろしま』ホームページに公開

7 　更新 ■更新（２年ごと）
　 ※必要に応じて変更届，辞退届を提出

5 　現地確認
■コンサルタントによる現地確認（約２時間）
　※現地確認日については本会から日程調整の連絡をします

3

4 　必要書類の提出

■総合支援協議会(事務局)へ必要書類の提出（郵送等）

　必要書類
　□宣言書（代表者印）／別記様式第１号
　□提出資料チェックリスト／別記様式第２号
　□添付資料／
　　① 法人の理念や事業内容が記載されたパンフレットやリーフレット
　　②「新規採用者育成計画書」など，新規採用者の育成状況がわかるもの
　　③「キャリアパス制度の要項」など，実施しているキャリアパスの内容がわかるもの
　　④「人材育成計画書」など，人材育成にかかわる内容がわかるもの
　　⑤「評価シート」など，面談の実施ポイントや実施状況がわかるもの
　　⑥「資格取得支援の要項」など，資格取得に対する支援の内容や実施状況がわかるもの
　　⑦「給与規則」や「給与表」など，給与体系の仕組み等がわかるもの
　　⑧「休暇規定」など，休暇制度や労働時間の取り決めがわかるもの
　　⑨「育児介護休業規則」など，育児介護休暇の取り決めがわかるもの

　宣言内容(コンテンツ)の入力

■法人用管理画面（宣言内容(コンテンツ)入力専用ログイン画面）
　 http://fukushikaigo.net/admin_cp/
　
　 ※ＩＤ，パスワードによりログインして法人基本情報やコンテンツ編集等を入力してください

■ＩＤ，パスワードの取得
※ＩＤ，パスワードは本会からお送りします

2 　法人登録申請

■法人登録申請について
  広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会
 『ふくし かいごネットひろしま』ホームページ
        ↓
　魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま
　　　　↓
 「事業所登録はこちら」からお願いします
　https://www.fukushikaigo.net/secure/application.php

魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま
申請から宣言(公開)までのながれについて

1 　事前準備

■「福祉のお仕事」求人検索サイトへの事業所登録をお願いします
※登録については，「福祉のお仕事求人事業所用ページ」からお願いします
  https://www1.fukushi-work.jp/cool/kyujin/login.do?cmd=default
※すでに登録済みの法人ついては，登録不要です
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）
Ⅱ ⅡⅡⅡ
：
必
須
条
件
（
「
働
き
や
す
さ
」
と
し
て
の
労

：
必
須
条
件
（
「
働
き
や
す
さ
」
と
し
て
の
労

：
必
須
条
件
（
「
働
き
や
す
さ
」
と
し
て
の
労

：
必
須
条
件
（
「
働
き
や
す
さ
」
と
し
て
の
労

働
環
境
等
の
整
備
状
況
）
審
査

働
環
境
等
の
整
備
状
況
）
審
査

働
環
境
等
の
整
備
状
況
）
審
査

働
環
境
等
の
整
備
状
況
）
審
査

Ⅲ ⅢⅢⅢ
：
基
本

：
基
本

：
基
本

：
基
本
項
目

項
目
項
目

項
目
「
働
き
が
い
」
（

「
働
き
が
い
」
（

「
働
き
が
い
」
（

「
働
き
が
い
」
（
5
分
野

分
野
分
野

分
野
1
5
項
目
：
到
達
基
準
加
点
項
目
と
努
力
基
準
加
点
項
目
）
に
つ
い

項
目
：
到
達
基
準
加
点
項
目
と
努
力
基
準
加
点
項
目
）
に
つ
い

項
目
：
到
達
基
準
加
点
項
目
と
努
力
基
準
加
点
項
目
）
に
つ
い

項
目
：
到
達
基
準
加
点
項
目
と
努
力
基
準
加
点
項
目
）
に
つ
い

て
の
審
査

て
の
審
査

て
の
審
査

て
の
審
査

Ⅳ ⅣⅣⅣ
：
最
終
的
に
社
会
貢
献
度
も
加
点
項
目
と
す
る
。

：
最
終
的
に
社
会
貢
献
度
も
加
点
項
目
と
す
る
。

：
最
終
的
に
社
会
貢
献
度
も
加
点
項
目
と
す
る
。

：
最
終
的
に
社
会
貢
献
度
も
加
点
項
目
と
す
る
。

【
別
紙
1
】

【 社 会 的 貢 献 に 関 す る 加 点 評 価 】

① 育 成 前 提 の 人 材 採 用 ・ 登 用

(

い ず れ も 過 去

3
年 間 で 一 定 数 行 っ て

い る こ と

)

・ ・・・ 新 規 学 卒 の 正 規 社 員 で の 採 用 実 施

・ ・・・ 他 業 種 か ら の 未 経 験 者 や 、 他 社 の 非 正 規 雇 用 者 な ど を 育 成 前 提

で 正 規 社 員 と し て 採 用 実 施

・ ・・・ 非 正 規 か ら 正 規 社 員 へ の 登 用 実 施

② 社 会 の 人 材 育 成 へ の 貢 献

・ ・・・ 計 画 的 な イ ン タ ー ン シ ッ プ 受 入 等 キ ャ リ ア 教 育 へ の 貢 献

・ ・・・ 法 定 数 を 超 え る 障 害 者 雇 用 を 積 極 的 に 行 っ て い る 場 合

【 【【【 認 証 対 象 企 業認 証 対 象 企 業認 証 対 象 企 業認 証 対 象 企 業 （ （（（ 事 業 所事 業 所事 業 所事 業 所 ） ））） の ののの 前 提 条 件前 提 条 件前 提 条 件前 提 条 件 】 】】】

① 経 営 体 ： 原 則 と し て 県 内 に 登 記 さ れ た 法 人 を 単 位 と す る 。

な お 、 全 国 展 開 の 企 業 は 原 則 と し て 県 内 事 業 所 が 単 位 。

② 従 業 員 規 模 ： 常 時 １ ０ 名 以 上 （ 就 業 規 則 届 出 義 務 ）

③ 風 営 法 ・ 暴 力 団 関 係 ： 風 営 法 に よ り 規 制 さ れ る 業 種 や 、 暴 力 団 と

関 係 す る 組 織 で な い こ と 。

④ 活 動 実 績 ： 県 内 で の 事 業 実 績 が ３ 年 以 上 。 な お 、 そ の 間 労 働 関 係

及 び そ の 他 重 大 な 法 令 違 反 が な い こ と

⑤ 将 来 の 継 続 性 ： 事 業 運 営 見 通 し 及 び 、 経 営 者 が 今 後 も 人 材 育 成

の 積 極 的 取 組 意 志 が あ る こ と 。

Ⅱ ⅡⅡⅡ
【 【【【
必
須
条
件
：
労
働
環
境
等
（
働
き
や
す
さ
）
の
整
備
状
況

必
須
条
件
：
労
働
環
境
等
（
働
き
や
す
さ
）
の
整
備
状
況

必
須
条
件
：
労
働
環
境
等
（
働
き
や
す
さ
）
の
整
備
状
況

必
須
条
件
：
労
働
環
境
等
（
働
き
や
す
さ
）
の
整
備
状
況
】 】】】

①
若
手
人
材
の
定
着

・ ・・・
原
則
と
し
て
、
2
9
歳
以
下
の
若
手
社
員
の
離
職
率
が
、
県
内
の
新
卒
離
職
率
の
業
界
平
均

と
比
較
し
て
低
い
こ
と
。

②
労
働
条
件
と
労
働
環
境

・ ・・・
就
業
規
則
の
整
備
と
採
用
時
の
労
働
条
件
通
知
の
実
施

・ ・・・
労
働
時
間
の
把
握
や
長
時
間
労
働
へ
の
対
処
の
実
態
に
つ
い
て
、
会
社
側
の
認
識
と

社
員
側
の
認
識
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
な
い
こ
と
。
長
時
間
労
働
へ
の
配
慮
と
改
善
措
置
。

・
原
則
と
し
て
、
直
近
1
年
間
、
事
業
主
都
合
に
よ
る
解
雇
ま
た
は
退
職
勧
奨
が
な
い
こ
と
。

Ⅲ ⅢⅢⅢ
【 【【【
基
本
項
目
：
「
働
き
が
い
」
（

基
本
項
目
：
「
働
き
が
い
」
（

基
本
項
目
：
「
働
き
が
い
」
（

基
本
項
目
：
「
働
き
が
い
」
（
5
分
野

分
野
分
野

分
野
1
5
項
目
の
審
査
）

項
目
の
審
査
）

項
目
の
審
査
）

項
目
の
審
査
）
】 】】】

＊
当
該
項
目
の
評
価
は
、
定
量
評
価
（
社
員
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
=
点
数
評
価
=
に
よ
る
到
達
基
準
加
点
項
目
）
と
定
性
評

価
（
社
員
及
び
経
営
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
よ
る
努
力
基
準
加
点
項
目
）
を
実
施
す
る
。

分
野
1
ビ
ジ
ョ
ン
と
人
材
像
の
実
質
化

項
目
１
－
１
：
ビ
ジ
ョ
ン
と
人
材
像
の
明
確
化

項
目
１
－
２
：
人
材
像
に
基
づ
く
採
用
・
評
価
・
登
用

項
目
１
－
３
：
ビ
ジ
ョ
ン
と
人
材
像
の
浸
透
・
共
有

分
野
２
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
人
材
育
成

項
目
２
－
１
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
相
互
理
解
と
支
援

項
目
２
－
２
：
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
る
気
づ
き
を
通
じ
た
能
力
開
発

項
目
２
－
３
：
相
互
に
学
び
支
援
し
啓
発
し
合
う
組
織

分
野
３
仕
事
を
通
じ
た
人
材
育
成

項
目
３
－
１
：
仕
事
及
び
必
要
能
力
の
体
系
化
・
可
視
化
と
自
身
の
能
力
水
準
の
把
握

項
目
３
－
２
：
仕
事
に
お
け
る
背
伸
び
を
通
じ
た
能
力
開
発
と
成
長

項
目
３
－
３
：
キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ッ
プ
の
提
供
に
よ
る
成
長
の
継
続

分
野
４
職
場
育
成
機
能
を
補
完
す
る
人
材
育
成
投
資

項
目
４
－
１
：
充
分
な
初
任
者
導
入
教
育

項
目
４
－
２
：
職
場
で
は
得
ら
れ
な
い
特
定
ス
キ
ル
・
基
礎
理
論
や
教
養
の
獲
得
機
会

項
目
４
－
３
：
長
期
的
視
点
の
意
図
的
な
コ
ア
人
材
育
成
投
資

分
野
５
人
・
仕
事
・
キ
ャ
リ
ア
へ
の
取
組
み
姿
勢
の
形
成
支
援

項
目
５
－
１
：
個
人
に
焦
点
を
当
て
た
人
間
尊
重
の
風
土
と
人
へ
の
関
心

項
目
５
－
２
：
気
づ
き
や
腹
落
ち
を
通
し
て
の
仕
事
観
や
仕
事
へ
の
取
組
み
姿
勢
の
形
成

項
目
５
－
３
：
高
い
視
線
や
広
い
視
野
を
持
っ
た
キ
ャ
リ
ア
自
律
の
意
識
の
形
成
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企
業

企
業
企
業

企
業

審
査

審
査
審
査

審
査
委
員
会

委
員
会

委
員
会

委
員
会

委
員
4
名

・
学
識
経
験
者

・
産
業
振
興
公
社

・
社
会
保
険
労
務
士
会

・
県

労
働
局
ｵ
ﾌ
ﾞ
ｻ
ﾞ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ー
参
加

認
定
人
材
育
成

認
定
人
材
育
成

認
定
人
材
育
成

認
定
人
材
育
成

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

①
申
請
提
出

②
申
請
企
業
の
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
、
従
業
員
ｱ
ﾝ
ｹ
ｰ
ﾄ
等
の
審
査
を
実
施
し
下
記
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
判
断

a
.認
証
水
準
を
十
分
に
達
成
→
⑧
審
査
委
員
会
に
申
請
提
出

b
.認
証
水
準
到
達
支
援
必
要
→
③
～
⑥
企
業
の
意
向
確
認
し
、
認
定
人
材
育
成
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ
派
遣
(複
数
回

繰
り
返
す
場
合
あ
り
)

c.
大
き
く
認
証
水
準
に
達
し
な
い
→
⑬
申
請
却
下

⑬
申
請
却
下

③
派
遣
指
示
⑤
企
業
支
援

方
策
連
携

⑥
認
証
水
準
到
達
の
た
め
人
材
育

成
改
善
施
策
の
実
施
支
援

⑦
支
援
後
状
況
報
告

→
事
務
局
は
②
の
判
断

⑪
認
証
意
見
具
申

⑫
認
証
書
の
交
付

⑧
申
請
提
出
、

事
務
局
審
査
結
果
報
告

事
務
局

事
務
局

事
務
局

事
務
局

県 県県県

沖
縄
県
人
材
育
成
企
業
認
証
制
度
（
認
証
の
プ
ロ
セ
ス
）

④
支
援
計
画
提
示
、
調
整

事
務
局
：

事
務
局
：

事
務
局
：

事
務
局
：

認
証
制
度
の
周
知
広
報
、
企
業
支
援
施
策
企
画

実
施
、
認
証
申
請
受
付
、
認
証
手
続
き
の
進
捗
管

理
・
支
援
。

認
証
申
請
企
業
の
提
出
書
類
審
査
と
検
証
の
た

め
の
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
等
の
審
査
、
判
断
。

企
業
の
審
査
お
よ
び
審
査
結
果
に
基
づ
く
判
断
を

行
う
者
は
、
人
材
育
成
一
般
の
基
礎
的
知
識
に
加

え
て
認
証
制
度
の
趣
旨
理
解
、
業
界
特
性
も
認
識

し
た
者
を
充
て
る
。

認
定
人
材
育
成
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
：

認
定
人
材
育
成
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
：

認
定
人
材
育
成
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
：

認
定
人
材
育
成
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
：

企
業
の
人
材
育
成
改
善
方
策
を
企
画
実
施
し
、
認

証
水
準
到
達
を
支
援
す
る
者
。
人
材
育
成
推
進
者

養
成
講
座
修
了
者
や
そ
れ
に
匹
敵
す
る
十
分
な

人
材
育
成
の
実
績
と
経
験
を
有
す
る
者
を
、
審
査

委
員
会
で
認
定
登
録
。

審
査

審
査
審
査

審
査
委
員
会
：

委
員
会
：

委
員
会
：

委
員
会
：

認
証
申
請
書
類
や
企
業
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
等
の
審
査
結
果

を
基
に
審
議
し
、
県
に
認
証
意
見
を
具
申
す
る
。

学
識
経
験
者
、
県
産
業
振
興
公
社
、
社
会
保
険
労

務
士
会
、
県
で
構
成
す
る
。
労
働
局
は
ｵ
ﾌ
ﾞ
ｻ
ﾞ
ｰ

ﾊ
ﾞ
ｰ
参
加
。

認
証
取
得
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

認
証
取
得
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

認
証
取
得
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

認
証
取
得
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

・
人
材
育
成
に
優
れ
た
企
業
と
し
て
、
求
職
者
に

強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
、
優
秀
な
人
材
の

確
保
が
で
き
る
(ﾊ
ﾛ
ｰ
ﾜ
ｰ
ｸ
求
人
票
に
お
け
る
認
証

企
業
で
あ
る
こ
と
の
明
示
な
ど
)。

・
県
の
各
広
報
や
認
証
制
度
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
認
証

取
得
企
業
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
企
業
イ

メ
ー
ジ
ﾞ
向
上
。

・
認
証
企
業
に
限
定
し
た
合
同
企
業
説
明
会
・
面

接
会
の
実
施
な
ど
。

認
証
期
間
及
び
中
間
報
告
：

認
証
期
間
及
び
中
間
報
告
：

認
証
期
間
及
び
中
間
報
告
：

認
証
期
間
及
び
中
間
報
告
：

認
証
期
間
は
3
年
間
と
す
る
。
1
年
毎
に
中
間
報
告

の
義
務
が
あ
り
、
認
証
期
間
満
了
時
は
再
認
証

の
申
請
を
行
う
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
：

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
：

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
：

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
：

・
平
成
2
5
年
1
1
月
2
1
日
認
証
申
請
受
付
開
始
(ｷ
ｯ

ｸ
ｵ
ﾌ
ｼ
ﾝ
ﾎ
ﾟ
ｼ
ﾞ
ｳ
ﾑ
開
催
)

・
平
成
2
6
年
3
月
第
1
回
分
認
証

・
平
成
2
6
年
4
月
本
格
実
施

【
別
紙
2
】

認
証
申
請
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

認
証
申
請
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

認
証
申
請
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

認
証
申
請
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
：

・
認
証
取
得
の
過
程
に
お
い
て
、
企
業
組
織
診
断

や
人
材
育
成
コ
ン
サ
ル
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
局

労
働
局

労
働
局

労
働
局

関
係
行
政

関
係
行
政

関
係
行
政

関
係
行
政
機
関

機
関
機
関

機
関

⑩
上
記
に
つ
い
て
回
答

⑨
意
見
照
会

⑨
労
働
関
係
の
重
大
な
法
令

違
反
の
有
無
に
つ
い
て
照
会

⑩
上
記
に
つ
い
て
回
答
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